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議案第２４号 

  東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

 令和７年２月１３日 

           提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

  東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区立公園条例（昭和３６年板橋区条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１土地の項中「１，２２８円」を「１，２７９円」に改める。
 

「  「   

 １,８５６円  １,９３３円  

 １,１００円  １,１４５円  

 １６５円  １７１円  

 ４１２円  ４２９円  

 ８２５円  ８５９円  

 １３７円  １４３円  

 １６５円  １７１円  

 ４１２円  ４２９円  

 ８２５円  ８５９円  

 １,３７５円  １,４３２円  

別表第２中 １,３７５円 を １,４３２円  に改める。 

 ５５０円  ５７２円  

 １,３７５円  １,４３２円  

 １,０３８円  １,２４５円  

 ４１２円  ４２９円  

 ６８７円  ７１６円  

 １,１８４円  １,４２０円  

 １０,８００円  １１,２８０円  

 １,９１２円  １,９９７円  

 １６,８７５円  １７,６２５円  

 ４５円  ４７円  

 ４５円  ４７円  

  」  」 

    付 則 



 １ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 ２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例

の施行の日以後の使用及び占用の期間に係る使用料及び占用料につい

て適用し、同日前の使用及び占用の期間に係る使用料及び占用料につ

いては、なお従前の例による。 

  

（提案理由） 

 公園の使用料及び占用料の額を改定する必要がある。 
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